
大 阪 府 条 例 第 二 十 四 号  

大 阪 府 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の  

一 部 を 改 正 す る 条 例  

第 一 条  大 阪 府 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成

二 十 四 年 大 阪 府 条 例 第 百 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

第 二 条  大 阪 府 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 設 備 の 基 準 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  

２ 軽 費 老 人 ホ ー ム に は 、 次 に 掲 げ る 設 備 を 設 け

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 他 の 社 会 福 祉 施 設

等 の 設 備 を 利 用 す る こ と に よ り 当 該 軽 費 老 人

ホ ー ム の 効 果 的 な 運 営 を 期 待 す る こ と が で き

る 場 合 で あ っ て 、 入 所 者 に 提 供 す る サ ー ビ ス に

支 障 が な い と き は 、 こ れ ら の 設 備 の 一 部 を 設 け

な い こ と が で き る 。  

一 ― 十 二  （ 略 ）  

３ ― ５ （ 略 ）  
 

（ 生 活 相 談 員 の 責 務 等 ）  

第 二 十 四 条 （ 略 ）  

一 入 所 者 の 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 利 用 に 際 し 、 居

宅 サ ー ビ ス 計 画 又 は 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画

（ 介 護 保 険 法 第 八 条 の 二 第 十 六 項 に 規 定 す

る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の 作 成 等 に 資 す る た め 、 居 宅 介 護 支 援 事 業

（ 同 法 第 八 条 第 二 十 三 項 に 規 定 す る 居 宅 介

護 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 介 護 予

防 支 援 事 業 （ 同 法 第 八 条 の 二 第 十 六 項 に 規 定

す る 介 護 予 防 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

を 行 う 者 と の 密 接 な 連 携 を 図 る ほ か 、 居 宅 サ

ー ビ ス 等 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス を 提 供

す る 者 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の

連 携 を 図 る こ と 。  

二 ・ 三 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

（ 設 備 の 基 準 ）  

第 十 一 条  （ 略 ）  

２ 軽 費 老 人 ホ ー ム に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 設 備

を 設 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 他 の 社 会 福

祉 施 設 等 の 設 備 を 利 用 す る こ と に よ り 当 該 軽

費 老 人 ホ ー ム の 効 果 的 な 運 営 を 期 待 す る こ と

が で き る 場 合 で あ っ て 、 入 所 者 に 提 供 す る サ ー

ビ ス に 支 障 が な い と き は 、 こ れ ら の 設 備 の 一 部

を 設 け な い こ と が で き る 。  
一 ― 十 二  （ 略 ）  

３ ― ５ （ 略 ）  
 

（ 生 活 相 談 員 の 責 務 等 ）  

第 二 十 四 条 （ 略 ）  

一 入 所 者 の 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 利 用 に 際 し 、 居

宅 サ ー ビ ス 計 画 又 は 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画

（ 介 護 保 険 法 第 八 条 の 二 第 十 八 項 に 規 定 す

る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の 作 成 等 に 資 す る た め 、 居 宅 介 護 支 援 事 業

（ 同 法 第 八 条 第 二 十 三 項 に 規 定 す る 居 宅 介

護 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 介 護 予

防 支 援 事 業 （ 同 法 第 八 条 の 二 第 十 八 項 に 規 定

す る 介 護 予 防 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

を 行 う 者 と の 密 接 な 連 携 を 図 る ほ か 、 居 宅 サ

ー ビ ス 等 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス を 提 供

す る 者 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の

連 携 を 図 る こ と 。  

二 ・ 三 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 入 所 及 び 退 所 ）  

第 十 五 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３  軽 費 老 人 ホ ー ム は 、 入 所 者 の 退 所 に 際 し て

は 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 （ 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年

法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 二 十 四 項 に 規 定 す

（ 入 所 及 び 退 所 ）  

第 十 五 条  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３  軽 費 老 人 ホ ー ム は 、 入 所 者 の 退 所 に 際 し て

は 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 （ 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年

法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 八 条 第 二 十 三 項 に 規 定 す



附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、

規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 

る 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は

施 設 サ ー ビ ス 計 画 （ 同 条 第 二 十 六 項 に 規 定 す る

施 設 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 作 成

等 の 援 助 に 資 す る た め 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 者

（ 同 条 第 二 十 四 項 に 規 定 す る 居 宅 介 護 支 援 事

業 を 行 う 者 を い う 。 ） 又 は 介 護 保 険 施 設 （ 同 条

第 二 十 五 項 に 規 定 す る 介 護 保 険 施 設 を い う 。 ）

に 対 す る 情 報 の 提 供 に 努 め る ほ か 、 そ の 他 の 保

健 医 療 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 又 は 福 祉 サ ー ビ

ス を 提 供 す る 者 と の 密 接 な 連 携 に 努 め な け れ

ば な ら な い 。  
 

（ 生 活 相 談 員 の 責 務 等 ）  

第 二 十 四 条 （ 略 ）  

一 入 所 者 の 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 利 用 に 際 し 、 居

宅 サ ー ビ ス 計 画 又 は 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画

（ 介 護 保 険 法 第 八 条 の 二 第 十 六 項 に 規 定 す

る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の 作 成 等 に 資 す る た め 、 居 宅 介 護 支 援 事 業

（ 同 法 第 八 条 第 二 十 四 項 に 規 定 す る 居 宅 介

護 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 介 護 予

防 支 援 事 業 （ 同 法 第 八 条 の 二 第 十 六 項 に 規 定

す る 介 護 予 防 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

を 行 う 者 と の 密 接 な 連 携 を 図 る ほ か 、 居 宅 サ

ー ビ ス 等 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス を 提 供

す る 者 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の

連 携 を 図 る こ と 。  

二 ・ 三 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

る 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は

施 設 サ ー ビ ス 計 画 （ 同 条 第 二 十 五 項 に 規 定 す る

施 設 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 作 成

等 の 援 助 に 資 す る た め 、 居 宅 介 護 支 援 事 業 者

（ 同 条 第 二 十 三 項 に 規 定 す る 居 宅 介 護 支 援 事

業 を 行 う 者 を い う 。 ） 又 は 介 護 保 険 施 設 （ 同 条

第 二 十 四 項 に 規 定 す る 介 護 保 険 施 設 を い う 。 ）

に 対 す る 情 報 の 提 供 に 努 め る ほ か 、 そ の 他 の 保

健 医 療 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 又 は 福 祉 サ ー ビ

ス を 提 供 す る 者 と の 密 接 な 連 携 に 努 め な け れ

ば な ら な い 。  
 

（ 生 活 相 談 員 の 責 務 等 ）  

第 二 十 四 条 （ 略 ）  

一 入 所 者 の 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 利 用 に 際 し 、 居

宅 サ ー ビ ス 計 画 又 は 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画

（ 介 護 保 険 法 第 八 条 の 二 第 十 六 項 に 規 定 す

る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

の 作 成 等 に 資 す る た め 、 居 宅 介 護 支 援 事 業

（ 同 法 第 八 条 第 二 十 三 項 に 規 定 す る 居 宅 介

護 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 又 は 介 護 予

防 支 援 事 業 （ 同 法 第 八 条 の 二 第 十 六 項 に 規 定

す る 介 護 予 防 支 援 事 業 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

を 行 う 者 と の 密 接 な 連 携 を 図 る ほ か 、 居 宅 サ

ー ビ ス 等 そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス を 提 供

す る 者 又 は 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 者 と の

連 携 を 図 る こ と 。  

二 ・ 三 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
  


